
 
○ 札幌市との協定  
 ◇ 食品関係の事業者等が、食の安全確保と消費者との信頼関係の向上に

向けて、取組内容（自主ルール等）を広く公開し、本市と協働で取り組

むことについて協定を締結する。  
 ◇  消費者から見えにくい食の安全・安心への事業者等の取組が確認さ

れ、その努力が評価されることにより、社会的信頼の向上が期待できる。 
 ◇ 年度毎に取組結果（進捗状況）の報告を受け、協定を継続していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

「さっぽろ食の安全・安心推進協定」事業の概要 

消費者にもわかり易い事業者の自主的取組の促進 

さっぽろ食の安全・安心推進委員会 

 
○ 取組状況の  
広報  

○ 取組内容の助

言・指導  

 
○ 流通・小売業者  
○ 製造業者  
○ 外食産業  
○ その団体  

など  

 
○ 一般消費者  
○ 消費者団体  
 

など  

事業者等 消費者 

協議  

行政（札幌市） 

合意  

質問・意見等  

回答  

消費者への利点

協定締結 

制度の特色 

・事業者にとっての取組易さ  

・費用対効果の大きさ  

・事業者（市民）との協働  

・消費者への情報提供の拡大  

・全国初の試み（話題性）  

・消費者志向の事業者の増

加による消費者利益の拡

大  

・事業者の評価・選択のた

めの必要情報の入手  

協定における各役割

[事業者等 ] 

・基本項目の取組強化への合意  

・自主ルールの設定・宣言  

[本市 ] 

・上記事業者への支援・協力  

参考資料４



 

●協定締結 

 H21.8.25（2 団体、10 事業者） 

H22.3. 8（1 団体、12 事業者） 

H22.6.28（7 事業者） 

H22.7.20（1 事業者（同時開催：食育大使任命式）） 

H22.8. 2（64 事業者（市場卸売業者４社、仲卸業者６０社））  

H22.8.12（1 事業者） 

H22.9.26（5 団体、33 事業者（中央市場関係小売業者）） 

H22.12.6（1 団体） 

 ※現在までの締結数：9 団体 128 事業者 

●広報 

・ 地下鉄ドア横額面広告掲出 

（H22.3.13～3.31） 

・ ロゴマーク決定 

（H22.4.23 表彰式） 

・ ロゴマーク作品展 

（H22.7.13～14 本庁ロビー） 

・ 協定事業者取組紹介パネル展 

（H22.11.20～21 食の安全・安心体感フェア ～ｻｯﾎﾟﾛﾌｧｸﾄﾘｰ～ ） 

 


